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次 第 

 

 

１ 開 会 

 

２ 議 事 

 (1) 平成25年度武蔵野市まちづくり条例の運用状況について 

 (2) 平成25年度調整会の開催状況について 

 (3) 武蔵野市まちづくり条例の一部改正について                   

（平成26年7月1日施行） 

(4) 武 蔵 野 都 市 計 画 高 度 地 区 と 武 蔵 野 市 ま ち づ く り 委 員 会 の 関 わ り に つ い て    

（平成26年2月25日都市計画決定） 

 

３ その他 

  



資料一覧  

【武蔵野市まちづくり条例の運用状況について】 

資料１－１ 平成21～25年度 武蔵野市まちづくり条例 運用状況 

資料１－２ 平成25年度大規模開発事業の届出及び調整会が開催された案件 

資料１－３ 平成25年度 大規模開発事業の届出一覧 

 

【調整会の開催状況について】 

 資料２－１ 平成25年度 調整会開催案件一覧 

 

【武蔵野市まちづくり条例の一部改正について】 

資料３－１ まちづくり条例の改正事項 

 

 

【武蔵野都市計画高度地区と武蔵野市まちづくり委員会の関わりについて】 

 資料４－１ 都市計画決定資料 

 資料４－２ まちづくり条例及び高さ制限許可手続きフロー 

 



 送付資料一覧  

【平成25年度武蔵野市まちづくり条例の運用状況について】 

資料１－１ 平成21～25年度 武蔵野市まちづくり条例 運用状況 

資料１－２ 平成25年度 大規模開発事業の届出及び調整会が開催された案件 

資料１－３ 平成25年度 大規模開発事業の届出一覧 

【平成25年度調整会の開催状況について】 

 資料２－１ 平成25年度 調整会開催案件一覧 

【武蔵野市まちづくり条例の一部改正について】 

資料３－１ まちづくり条例の改正について 

【武蔵野都市計画高度地区と武蔵野市まちづくり委員会の関わりについて】 

 資料４－１ 武蔵野都市計画高度地区の変更・武蔵野都市計画特別用途地区（特定土地利用

地区）の決定 

 資料４－２ まちづくり条例及び高さ制限許可手続きフロー 

 

 

 

※大変お手数ですが、委員会当日は同封の資料をご持参いただきますようお願いいたしま

す。 



平成 21～25 年度 武蔵野市まちづくり条例 運用状況 

（平成 26年３月末現在） 

 

（１）事業規模別 

 21 年度 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 

大規模土地取引※

１ 

3 件 5 件 6 件 2 件 0 件 

大規模開発事業 5 件 5 件 11 件 8 件 2 件 

一般開発事業 19 件 23 件 30 件 22 件 24 件 

計 24+3 28+5 41+6 30+2 26+0 

※１ 権利取得の届出があった件数 

 

（２）事業分類別 

 21 年度 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 

中高層建築物（増築含む） 20 件 21 件 31 件 23 件 21 件 

（※2 内 1件）

開発行為 1 件 5 件 5 件 2 件 2 件 

特定集合住宅（中高層除く）

＊15戸以上 

0 件 1 件 0 件 0 件 0 件 

集客施設（中高層） 2 件 0 件 0 件 3 件 1 件 

集客施設（中高層除く） 0 件 0 件 3 件 1 件 0 件 

集客施設への用途変更 1 件 0 件 1 件※２ 1 件 0 件 

駐車場の設置 0 件 1 件 1 件 0 件 2 件 

その他（土地取引） 3 件 5 件 6 件 2 件 0 件 

計 24+3 28+5 41+6 30+2 26+0 

※２ 事業取り下げ届出済 

 

（３）調整会 

 21 年度 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 計※３ 

大規模開発事業 1 件 

1 回 

2 件 

2 回 

3 件※４ 

3 回 

3 件※４ 

7 回 

0 件 

0 回 

6 件 

13 回 

一般開発事業 0 件 

0 回 

4 件 

6 回 

0 件 

0 回 

3 件 

5 回 

2 件 

3 回 

9 件 

14 回 

計 1 件 

1 回 

6 件 

8 回 

3 件 

3 回 

6 件 

12 回 

2 件 

3 回 

15 件 

27 回 

否開催とした案件 0 件 1 件 1 件 0 件 1 件 3 件 

※３ 計の欄は物件の数。年度を跨いで開催されたものも同一物件であれば１件として標

記しているため、年度毎の数の合計は計の欄の件数と一致しない。 

※４ 開発行為と建築の両方に係る物件（西久保ゴルフセンター跡地、横河スイミング跡

地）は１物件として集計している。 

平 成 2 6 年 ４ 月 ３ 日
ま ち づ く り 委 員 会 
資       料    １―１ 





開発事業の目的
大規模土地権利

取得届出
年月日

大規模開発基本
構想届出
年月日

説明会（大規模）
の報告
年月日

意見書（大規模）
の提出期間

用途地域等
地区計画（地区
まちづくり計画）

の有無

指定建ぺい率(%)
／指定容積率(%)

意見書・見解書
（大規模）の
公表年月日

調整会（大規模）
の開催請求期間

調整会（大規模）
開催年月日

調整会
報告書の公表

年月日

開発基本計画の
届出年月日

開発区域面積

（m
2
）

建築面積

（m
2
）

法定延床面積
（容積対象）

（m
2
）

説明会
報告年月日

意見書の
提出期間

意見書・見解書
の公表
年月日

調整会の開催
請求期間

調整会
開催年月日

区画数
（共同住宅の
場合は戸数）

建物階数
/建物高さ（m）

構造
調整会

報告書の公表
年月日

助言
年月日

開発事業に係る
協議申請
年月日

協議終了通知
協定締結
年月日

その他（変更届等）

年月日

大学
（学生食堂）

0 13.7.5 13.8.2 ～13.8.10

一中高・二中高 無 60(70)/200 - - - - 13.9.27

33709.55  04.97（増築部分1,4  80.81（増築部分6,0 0 0 0 0 0

- B1F・4F/19.7 未定 0 0 0 0 0

清掃工場 0 13.7.5 13.8.6 ～13.8.14

一住 無 60/200 - - - - 13.10.15

17000  8.96(増築部分4,814  4.88(増築部分9,93 0 0 0 0 0

- B2F・3F/15.4 未定 0 0 0 0 0

設計者連絡先

施工者連絡先

事業者名

設計者名

平成25年度大規模開発事業の届出一覧(平成26 年３月末現在)

0

0

新武蔵野クリーンセンター（仮称）
建設工事

緑町2-2-28

未定

施工者名

開発区域の地番（住居表示）

未定

武蔵野市長　邑上守正

1

2

　　項目

　件数

備　考

13-009(大)

亜細亜大学食堂棟建替計画工事

境5-24-10

未定

境5-1239-1外
（5-24-10）

緑町3-731-10外
（3-1-5）

未定

学校法人亜細亜学園
　理事長　上條清文

事業者連絡先

開発事業番号

未定

未定

未定

未定

13-008(大)

開発事業の名称

平 成 2 6 年 ４ 月 ３ 日
ま ち づ く り 委 員 会 
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開発事業の目的
大規模土地権利

取得届出
年月日

大規模開発基本
構想届出
年月日

説明会（大規模）
の報告
年月日

意見書（大規模）
の提出期間

用途地域等
地区計画（地区
まちづくり計画）

の有無

指定建ぺい率(%)
／指定容積率(%)

意見書・見解書
（大規模）の
公表年月日

調整会（大規模）
の開催請求期間

調整会（大規模）
開催年月日

調整会
報告書の公表

年月日

開発基本計画の
届出年月日

開発区域面積

（m
2
）

建築面積

（m
2
）

法定延床面積
（容積対象）

（m
2
）

説明会
報告年月日

意見書の
提出期間

意見書・見解書
の公表
年月日

調整会の開催
請求期間

調整会
開催年月日

区画数
（共同住宅の
場合は戸数）

建物階数
/建物高さ（m）

構造
調整会

報告書の公表
年月日

助言
年月日

開発事業に係る
協議申請
年月日

協議終了通知
協定締結
年月日

その他（変更届等）

年月日

共同住宅 0 0 0 0

近商、一低層 無 87.68/193.04 0 0 0 0 13.4.12

235.65 154.95 454.26 13.5.21 ～13.5.15 13.6.3 ～13.6.17 13.7.17

13戸 5F/13.9 RC造 13.8.20 - 13.11.18 13.12.13 0

共同住宅 0 0 0 0

近商、一低層 無 89.87/199.62 0 0 0 0 13.4.15

239.32 182.05 753.55 13.5.8 ～13.5.11 13.5.30 ～13.6.13 13.7.17

12戸 B1F・5F/16.16 RC造 13.8.20 - 13.11.15 13.12.13 0

共同住宅 0 0 0 0

準工
（特別工業）

なし 60(70)/200 0 0 0 0 13.11.5

991.8 595.35 2144.94 13.11.25 ～13.11.29 13.12.13 ～13.12.27
14.2.4
13.3.5

26戸 6F/18.35 RC造 0

Ⅲ

13-013 （仮称）ディアスタ武蔵野Ⅱ
西久保3-65-2、121

（3以下未定）

菱重エステート㈱
　代表取締役　石井英一

港区芝5-34-6

未定 未定

未定 未定

平成25年度調整会開催案件一覧（平成26年３月末現在）

　　項目

　件数

Ⅰ

Ⅱ

0

0

備　考

13-002

土屋英子

未定

未定 未定

（仮称）境南町５丁目プロジェクト

13-001

土屋英子

未定

未定

境南町5丁目

未定

未定

境南町5丁目

未定

開発事業の名称

設計者連絡先

施工者連絡先

（仮称）境南町五丁目共同住宅Ｂ棟
新築工事

事業者連絡先

開発区域の地番（住居表示）

境南町5-1485-2、3、15
(5-13-34）

境南町5-1485-17、12、10
（5-13-34）

開発事業番号

事業者名

設計者名

施工者名

平 成 2 6 年 ４ 月 ３ 日
ま ち づ く り 委 員 会 
資       料    ２－１ 
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まちづくり条例の改正について 
 
○ 第１条（目的）【追加】 

「環境配慮への取り組みの強化」 

［改正理由］ 
・ 第五期長期計画や都市計画マスタープランに示す都市防災機能の拡充や、環境への

配慮を進め、持続可能な都市の構築を図るため、本条例においてもその趣旨を位置

づける。 
［改正点］ 
・ 条例の目的に持続可能な都市を目指すという考え方を追記する。 

 
○ 第２条（定義）第１項第６号【変更】 

「集客施設の用途を変更する際の近隣関係住民の範囲の見直し」 

  ［改正理由］ 

・ 既定の近隣関係住民の範囲は、集客施設の用途を変更する場合においても、建てる

場合と同様に建築物の高さの２倍の範囲となっている。 

・ 用途の変更では建築物の形体が変わらないため、建築物の高さによる近隣への影響

は従前と変わらない。 
・ 近隣関係住民の範囲の考え方である「建築物による日常生活上の影響を直接的に強

く受ける範囲」に鑑み、用途変更の際の近隣関係住民の範囲を見直す。 

［改正点］ 

・ 大規模開発事業の場合は、敷地境界から 20ｍまたは建物高さと同距離のいずれか大

きい方とする。 

・ 一般開発事業の場合は敷地境界から 20ｍとする。 
 

○ 第２条（定義）第１項第 14 号【追加】 

「特定集合住宅の定義の変更（老人ホーム、寄宿舎を条例の対象に追加）」 

  ［改正理由］ 
・ 既定では、建物の戸数が15戸を超える共同住宅及び長屋を特定集合住宅と定義し、

条例の対象としている。 

・ 老人ホーム及び寄宿舎についても共同住宅及び長屋と比較し、居住施設としての類

似性が高い。 

［改正点］ 
・ 新たに老人ホーム及び寄宿舎についても 15 室以上の場合は条例の対象として追加

し、特定集合住宅等と定義する。 
 
 

平 成 2 6 年 ４ 月 ３ 日
ま ち づ く り 委 員 会 
資       料     ３―１ 
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○ 第 32 条（権利取得者による開発事業に関する標識の設置）【変更】 

第 32 条の２（大規模土地取引行為に係る土地の利用に対する意見書の提出等）【追加】 

第 33 条（大規模開発事業の手続き）【追加】 

「大規模土地取引行為に係る住民等の意見書の提出を追加」 

［改正理由］ 

・ 大規模な土地の所有権が移転し、新たに土地を取得した事業者による開発事業が行

われると、従前のまち並みが大きく変動する可能性があり、周辺環境に与える影響

が大きい。 

・ 計画される開発事業に対し、周辺環境に与える影響等について、早い段階で調整を

行う必要がある。 

［改正点］ 

・ 大規模土地取引行為の権利取得の標識が設置された後、標識設置の届出は公表する。 

・ 公表後２週間を大規模土地取引行為に係る土地の利用に対する意見書の提出期間

とすることで、手続きの当初の段階での意見募集を行う。 

・ 近隣関係住民以外の住民からも広く意見を募集できるよう、意見書の提出できる範

囲は住民等とし、市長に対し、まちづくり計画に関する意見書を提出できることと

する。 

・ 市長が受理した意見を事業者に伝えるため、市長は意見書が出された場合は、その

写しを事業者に送付する。 

・ 意見ができる限り開発事業計画にも反映されるよう、事業者は、意見書の写しを受

理した後、大規模開発基本構想の届出を行う。 

 
○ 第 33条（大規模開発事業の手続き）【変更】 

第 40条（開発基本計画の届出等）【変更】 

別表第１ 備考３【追加（免除規定の削除）】 

別表第２ 備考３【追加（免除規定の削除）】 

「条例の対象となる自動車駐車場の規模の変更及び協議基準の追加（免除規定の削除）」 

［改正理由］ 
・ 条例の対象となる自動車駐車場が、既定の基準や条件では協議事項となり得ず、ま

ちづくりへの貢献度が低い。 
・ 自動車駐車場も、規模によっては一定の周辺への配慮が必要であることから、条例

の対象となる面積を見直し、緑化等の協議事項を追加する。 
［改正点］ 
・ 対象規模を大規模開発事業においては台数に関係なく 3,000 ㎡以上とする。 

・ 一般開発事業においては 20 台以上であったものを 500 ㎡以上とする。 
・ 条例の基準は、新たに歩道状空地や緑化についても適用させる。 
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○ 第 40条の２（開発基本計画の変更の届出等）【追加】 

「協議申請前に計画を変更した場合の届出を追加」 
［改正理由］ 
・ 既定では開発基本計画の届出後、協議申請前までの間に計画変更を行う場合の届出

の規定はない。 
・ 計画変更の内容によっては近隣へ影響が大きく周辺への説明等が必要な場合もあ

るが、市が計画の変更を把握しきれない。 
［改正点］ 
・ 新たに計画変更の届出を手続きに追加する。 
・ 計画変更の内容によって近隣説明やその他必要な措置を事業者に求める。 

 
○ 第 42条（開発基本計画に関する説明会の開催等）【変更】 

「一般開発事業における説明会の開催を原則義務化」 
［改正理由］ 
・ 既定では一般開発事業の場合は、近隣説明の方法として説明会か個別説明のどちら

かを選択できることとなっている。 
・ 個別説明では説明実施の有無について事業者と近隣関係住民との見解に相違が見

られることが多い。 
［改正点］ 
・ 一般開発事業における近隣説明の方法は、戸建住宅、自動車駐車場、開発行為を除

き、説明会の開催のみとする。 
 

○ 第 49 条（開発事業の計画の変更等の届出等）【変更】 

「協議申請後に計画を変更した場合の届出の原則義務化」 

［改正理由］ 
・ 既定では協議申請後の計画変更の届出は、軽微な変更については除いている。 
・ 変更に伴う近隣への影響を考慮し、近隣への説明等必要な措置が遅滞なく行われる

ようにする。 
［改正点］ 
・ 変更の内容に関わらず届出を義務化し、軽微か軽微でないかは届出後判断する。 
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○ 第55条の2（面積が3,000平方メートル以上である土地の区域における宅地造成の基準）

【追加】 

「大規模な開発行為における環境確保のための協議事項の追加」 

［改正理由］ 
・ 開発行為においては、公園の設置や道路のセットバック等の基準のほか、開発道路

の整備や宅地の区割り等が市と事業者との主な協議事項となる。 
・ 開発行為が完了した後の事業については、個々の建物がまちづくり条例に該当する

規模でない限り、建物計画や緑化計画に関しては協議対象とはならない。 

［改正点］ 

・ 良好な環境を将来に渡って確保するため、新たに開発区域が 3,000 ㎡以上の大規模

な開発行為については、開発事業の手続きの中で建築協定、緑化協定、景観協定を

締結することを協議事項とする。 

 
○ 第 55条の３（その他の基準）【追加】 

「住民等からの大規模土地取引行為に係る意見及び調整会の内容を考慮した協議基準

の追加」 

［改正理由］ 
・ 既定の協議基準のほか、個別の事業条件に沿った協議を行えるようにする必要があ

る。 
［改正点］ 
・ 新たに大規模土地取引行為に係る土地の利用に関する意見書や調整会の報告書等

の内容を踏まえ、個別の事業条件に沿った協議事項についても、市長は条例の協議

基準として提示できることとする。 
 

○ 第 71 条（同一敷地であった土地等において２以上の事業を行う場合の特例）【変更】 

「同一敷地であった土地等において２以上の事業を行う場合の条例の対象範囲の強化」 

［改正理由］ 
・ 既定では同一の敷地であった土地等において２以上の事業が行われる場合、各事業

が、それぞれ条例の対象となる規模である場合のみ、１の事業とみなしており、１

の事業としてみる期間は工事完了までである。 
・ 開発区域を分割することによる条例手続きの回避を防止し、事業規模に応じたまち

づくりへの貢献を求める必要がある。 
［改正点］ 
・ 同一の敷地であった土地等において２以上の事業が行われる場合、各事業がそれぞ

れ条例の対象とならない規模であっても、全体として条例の対象となる場合は１の

事業とする。 
・ １の事業としてみる期間は、隣接した土地における同一事業者等による事業につい

ては、３年以内とする。 
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○ 別表第１ ６公益的施設【変更】 

「公益的施設（保育園等）の協議基準の強化」 

［改正理由］ 
・ 既定の協議基準では保育園待機児対策が図れなかったため、協議対象範囲を拡大す

る必要がある。 

［改正点］ 

・ 特定集合住宅等における協議対象規模を 300 戸以上から 100 戸以上と変更する。 
 

○ 別表第２ １緑化【変更】 

「低層住居専用地域での緑化の基準の強化」 

［改正理由］ 
・ 低層住宅地域（第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域）については、

良好な住環境を確保するため、質の高い緑化が求められる。 
・ 良質な緑化を保全するため、視認性にも配慮した植栽の配置を図る必要がある。 

［改正点］ 

・ 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域については、地上部のみで 20％

以上の緑化面積を確保することとする。 

 
○ 別表第２ ６防災の措置【変更】 

「災害時用設備の基準の強化」 

［改正理由］ 
・ 防災意識の高まりから、協議対象範囲を拡大する。 
［改正点］ 

・ 特定集合住宅等における協議対象規模を 50室以上から 30 室以上に、5,000 ㎡以上

から 3,000 ㎡以上に変更する。 

 
○ 別表第２ ８環境配慮の措置【追加】 

「環境配慮設備の設置に関する協議事項の追加」 

［改正理由］ 
・ 第五期長期計画や都市計画マスタープランに示す環境配慮に関する考え方に基づ

き、事業計画における環境配慮の強化を図る。 
［改正点］ 
・ 新たに環境配慮設備の設置に関する協議基準を追加する。 
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○ 別表第２ 11 福祉環境の整備【追加】 

「地域コミュニティ強化のための基準の追加」 

［改正理由］ 
・ 新たに建てられるマンション等の住民（管理組合）に、地域福祉活動への積極的な

参加を求める。 
［改正点］ 
・ 地域福祉活動への参加が可能となるよう必要な措置をとることを協議基準に追加

する。 
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